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改    正   案

蛹 4子どもプラン推進事業の国庫補助について         1         爛 餐f´ どもプラン推進事業の国庫補助について

了̂どもを取り巻く環境の変化、家庭や地域のβ育て機能。教育力の低 ドが指摘される中、1 了ど1)を取り巻く環境の変化、家庭や地域の子育て機能・教育力の低下が指摘される中、

放課後等の了‐どもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図る必要があることから、文部 1放課後等の Fどもたちの安全で健やかな活動場所の確保を図る必要があることから、文部

牟「予省及び厚生労働省においては、両省連携の下、総合的な放課後対策を推進するため、1科学省及び享生労働省においては、両省連携の下、総合的な放課後対策を推進するため、――― ――  ……一――…‐………
lII話

´
9411:1蔽尻[i;覗議夢rtメリし轟墓義紘基呉lfmi「轟豪I轟

′
9瓦稽別紙のとおり ち熙 負子どもプラン推進事業費補助金交付要綱Jを定め

1日 より実施することとしたの0重知するc                     11日 より実施することとしたので通知するc

1別 紙月り 紙

嫡 資子どもプラン推進事業費補助金交付要綱         1         螂 炎子どもプラン推進事業費補助金交付要綱

鮨 員0 1～ (そ
「
鶉 17 (囀                      1 範 員1)1～ (そ7地 17 (略 )

附則 附則

この要綱は平成23年 4月 1日 から施行する。

なお、22年度分以前については、従前の例によるものとする。

こσ)要綱は濶戒22年 4月 1日 から施行する。

なお、 21年度分以前については、従前の例によるものとするc
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別  表 別  表

事業

名

1

lXう) 基準額

3

対象経費

4
補助率

事業

名

１

区

2

基準額

3

対象経費

4
補助率

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
費
等

放課後児童健
/TN育

成事業 (放謀後児
童クラブ)費

1)開設 日数 250日 以上
① lク ラブ(年間平均児童数10～ 19

人)当 たり年額

② 卿 間平聯 童数20～ 35

人)当 た り年額
1,930,000円 ×か所数

③ T雨看万薫肇間平均児童数36～ 45

人)当 たり年額
3,101,000円 ×か所数

④  lク ラブ (年間平均児童数46～ 55

人)当 た り年額
2,943,000円 ×力、折数

⑤  lク ラブ (年間平均児童数56～ 70

人)当 た り年額
2,784,000円 ×か所数

⑥  lク ラブ (年間平均児童数71人以
上)当 た り年額
2,626,000円 ×か所数

⑦ 開設 日数加算額 (原則 としてlH
8時間以上開所する場合 )

14,000円 ×251日 ～300日 まで~~~~の
250日 を超える日数

③ 長時間開設加算額
(ア)平 日分 (1日 6時 間を超え、かつ
18時を越えて開設する場合)

260,000円 ×「18時を越える時
間Jの年間平均時間数

(イ)長期休暇等分 (1日 8時間を超え
て開設する場合 )

117,000円 ×「l H8時間を超え
る時間Jの年間平均時間数

放課後児
童クラブ
の運営に
Z、要な経
費 (飲食
物費を除
く。 )

1/3 放
課
後
児
童
健
今
育
成
事
業
等

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
費
等

放謀後児童健全育成事業 (放課後児
童クラブ)費

1)開設 日数 250日 以上
①  lク ラブ (年間 F`均児童数 10～ 19

人)当 たり年額

②       翠錮童数20～ 35

人)当 た り年額
1,885,000円 ×か所数

③ lク ラデで年間平均児童数36～ 45

人)当 た り年額

④

3,026,000円 ×か所数
1ク ラブ (年間平均児童数46～ 55

人)当 たり年額
2,873,000円 ×か所数
1ク ラブ (年間平均児童数56～ 70

人)当 た り年額
2,719,000円 ×か所数

⑤

⑥  lク ラブ (年間平均児童数71人以
上)当 た り年額
2,566,000円 ×か所数

⑦ 開設 日数力‖算額 (原則として 1日

8時間以上開所する場合)

13,000円 ×251日 ～300日 まで
の250日 を超える日数

③ 長時間開設加算額
(ア )平 日分 (1日 6時 FH5を超え、かつ

18時を越えて開設する場合)

215,000円 × 「18時を越える時
間」の年間平均時間数

(イ )長期休暇等分 (1日 8日寺間を超え
て開設する場合 )

97,000円 ×「1日 8時間を超え
る時間Jの年間平均時間数
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(2)特例分 (開 設 日数 200～ 249日 )

①  lク ラブ (年間平均児童数20人以
上)当 たり年額
1,859,000円 ×カリ折数

② 長時間開設加算額 (1日 6時間を
超え、かつ18時 を越えて開設する
場合)

260,000円 ×「18時を越える時
間」の年間平均時間数

放課後 子ど()環境整備 事業費
現行のとお り (略 )

放課後 f‐

ども環境
整備事業
に必要な
経費

3 放 rl k後 児童クラブ支援事業費
(1)ボ ランティア派遣事業

1事業当たり年額
469,000円 ×事業数

(2)放課後児童等の衛生 。安
/TN対

策事
業

1市町村当た り年額 613,000円
(3)障害児受人推進事業 ~

1ク ラブ当たり年額
1,520,000円 ×か所数

放課後児
童クラブ
支援事業
に必、要な
経費

資
質
向
上
事
業
費

放
課
後
児
童
指
導
員
等

放課後児童指導員等資質 |`ll上 事業費
現行のとおり (略 )

放謀後児
童指導 it

等資質向
[1事 業に
必要な経
費

※放諜後 Fど も教室推進 事業等

別紙様式 1～ 8 (略 )

(文部科学省所管分) は (略 )

(2)特例分 (開 設 日数 200～ 249日 )

①  lク ラブ (年間平均児童数20人以
上)当 た り年額
1,814,000円 ×か所数

② 長時間開設力‖算額 (1日 6時間を
超え、かつ18時を越えて開設する
場合)

215,000円 ×「18時を越える時
間」の年間平均時間数

2 放課後了ども環境整備事業費
(1)放課後児童クラブ設置促進事業

1事業当た り   7,000,000円
(2)放課後児童クラブ環境改善事業

1事 業当な り   1,000,000円
(3)放課後児童クラブ障害児受入促進

事業
1事 業当たり   1,000,000円

放課後了
ども環境
整備事業
に必、要な
経費

3 放課後児童 クラブ支援事業費
(1)ボ ランティア派遣事業

1事業当たり年額
463,000円 ×事業数

放課後児童等の衛生 。安全対策事

1市町村当た り年額 584,000円
(3)障害児受人推進事業 ~

1ク ラブ当た り年額
1,472,000円 ×か所数

(2)
業

児
ブ
業
な

後
ラ
事
要

諜
ク
援
必
費

放
童
支
に
経

放資
課質
後向
児上
童事
指業
導費
員
等

放課後児童指導員等資質向 上事業費

都道府県、指定都市、中核市 1か所
当た り年額      950,000円

放課後児
童指導員
等資質向
上事業に
必要な経
費

別紙様式 1～ 8 (1各 )
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